
訪問介護・訪問介護相当サービス事業 

重要事項説明書  

 

１ 事業者 

   事業者の名称   医療法人 松籟会 

 事業者の所在地  〒８４７－００２２ 唐津市鏡４３０４－１ 

   連絡先等     電話番号 ０９５５－７７－１０１１  

            FAX番号 ０９５５－７７－２７３４ 

 

２ 事業所 

   事業所の名称   指定訪問介護事業所河畔  

     介護保険事業所番号 ４１１０２１１９７８ 

事業所の所在地  〒８４７－００２１ 唐津市松南町１１９－２ 

   連絡先等     電話番号 ０９５５－７７－６０７０  

            FAX番号 ０９５５－７７－３５０７ 

管理者の職氏名  ヘルパー主任 飯田 澄子 

      

３ 事業の目的と運営の方針 

  事業の目的 

   要介護又は要支援、及び事業対象者である利用者が、その有する能力に応じ、可能な限

り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図

るとともに、安心して日常生活を過ごす事ができるよう、訪問介護・訪問介護相当サービ

スを提供する事を目的とします。                                                         

  運営の方針       

   事業所は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及び

この契約の定めに基づき、関係する保険者や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等

と綿密な連携を図りながら、利用者が要支援、介護状態になることの予防、現状維持若し

くは改善できるように、適切なサービスの提供に努めます。 

 

４ 職員体制         

   サービス提供責任者  常勤  １名（管理者兼務） 

   訪問介護員      非常勤 ３名以上 

事務員            １名（兼務） 

 

５ 営業日及び営業時間 

   営業日   毎日 

   営業時間  ２４時間 

      

６ 事業の実施地域  唐津市内 

 



   

７ サービスの提供方法及び内容 

   サービスの提供  介護支援専門員等が作成した居宅介護サービス計画書又は、介護予

防サービス・支援計画の内容に沿って、訪問介護従事者が利用者 

のお宅を訪問しサービスを提供します。 

   サービスの内容  ①身体の介護に関すること   

              入浴介護、排泄介助、食事介助、身体の清拭・洗髪、衣類の着

脱の介護、通院等の介助その他必要な身体介護 

            ②生活援助に関すること 

           調理、洗濯、居住等の掃除・整理整頓、生活必需品の買物、そ

の他必要な家事 

③相談・助言に関すること 

            生活・身上・介護、住宅改良、その他必要な相談・助言 

 

 ８ 緊急時の対応 

    訪問介護のサービス提供中に利用者に病状の急変、その他の緊急事態が生じた場合は、

速やかに利用中の訪問看護事業所や主治医への連絡、又は事業者が定めた協力医療機関

への連絡を行います。及び家族等へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとします。 

 

９ 事故発生時の対応 

   利用者に対する訪問介護のサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町

村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者や地域包括支援センター

の担当者等に連絡を行うと共に、必要な措置を講ずるものとします。 

  

１０ 訪問介護が提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。 

 

１１ 苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 
事業所相談窓口        電話：０９５５－７７－６０７０ 

                    担当者氏名：飯田澄子 
苦情受付時間         月曜日～金曜日 8：30～17：00 

なお、下記の機関においても、苦情や相談の申し出ができます。  
 唐津市保健福祉部高齢者支援課   住所 佐賀県唐津市西城内１－１                  

                   電話 ０９５５－７０－０１０２ 
 唐津市役所 地域包括支援課    住所 佐賀県唐津市西城内１－１                              

電話 ０９５５－７２－９１９１ 
   佐賀県健康福祉本部長寿社会課   住所 佐賀県佐賀市城内１丁目１－５９  

電話 ０９５２－２５―７０５４          
  佐賀県国民保険団体連合会     住所 佐賀県佐賀市呉服元町７番２８号 
                   電話 ０９５２－２６－１４７７ 

 



   

１２ ハラスメント対策 
事業所は、適切な訪問介護の提供を確保する観点から、職場及び介護現場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 
 
１３ 衛生管理 

事業所は、職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備

及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。 
（２）事業所は、事業所において感染症が発生し、又まん延しないように、次の各号     

に掲げる措置を講ずるものとします。 
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に    

１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 
(2)感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 
(3)職員に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 
 
１４ 虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下

の措置を講じるものとします。 
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に

周知徹底を図ります。 
(2)虐待防止のための指針に整備 
(3)虐待を防止するために定期的な研修の実施 
(4)前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 
（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者（利用者の家族

等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報するものとします。 
 
１５ 業務継続計画の策定等 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じるものとします。 
（２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修   

及び訓練を定期的に実施するものとします。 
（３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の   

変更を行うものとします。 
 



   

１６ 個人情報の保護 
事業所は、利用者又は利用者家族の個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し適切な取

り扱いに努めるものとします。 
（２）事業所が得た利用者又は利用者家族の個人情報については、事業所での介護サ

ービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供につ

いては必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとします。 
 
１７ 利用料金 

料金表を配布致しますので、別紙でご説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7年1月1日 改訂 

 


